
１． 管理職への任用に関する状況（平成28年10月１日時点）

（１）管理職員数及び割合

Ⅰ種試験等 Ⅱ種試験等 Ⅲ種試験等 その他 合計

うち女性 うち女性 　 うち女性 うち女性 うち女性

人数(人) 107 20 23 4 30 0 19 4 179 28

割合 59.8% 18.7% 12.8% 17.4% 16.8% 0.0% 10.6% 21.1% 100% 15.6%

人数(人) 93 12 5 0 8 1 16 2 122 15

割合 76.2% 12.9% 4.1% 0.0% 6.6% 12.5% 13.1% 12.5% 100% 12.3%

（２）管理職員の府省間人事交流の実施状況

室長級 課長級 合計 室長級 課長級 合計

32 38 70 14 4 18

平成28年12月22日

試験区分

合計（人）

「その他」とは、選考採用などをいう。

室長級

課長級

管理職への任用状況等について（平成28年度）

厚生労働省

採用府省以外の府省
での勤務者数

（他府省への出向数）

採用府省以外の府省
からの勤務者数

（他府省からの出向数）

「管理職（管理職員）」とは、本府省内部部局、外局の内部部局、内閣府地方創生推進事務局、内閣府知的財産戦略推進
事務局、内閣府宇宙開発戦略推進事務局、内閣府北方対策本部、内閣府子ども・子育て本部、内閣府国際平和協力本
部に属する官職であって、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職を占める職員をいう。専門スタッフ職俸給表の
適用を受ける職員については対象外。

(注)１

2

5

「Ⅰ種職員等」とは、国家公務員採用Ⅰ種試験、その他Ⅰ種試験に準ずる試験をいう。

3 「Ⅱ種職員等」とは、国家公務員採用Ⅱ種試験、法務教官採用試験、外務専門職採用試験、国税専門官採用試験、労
働基準監督官採用試験、その他Ⅱ種試験に準ずる試験をいう。

4 「Ⅲ種職員等」とは、国家公務員採用Ⅲ種試験、皇宮護衛官採用試験、刑務官採用試験、入国警備官採用試験、その
他Ⅲ種試験に準ずる試験をいう。

6 女性の割合は、採用試験別の人数に対する割合を表す。



２． 本府省管理職に初めて任用された者についての状況（平成27年10月２日～平成28年10月１日）

（１）本府省管理職に初めて任用された職員の採用試験の種類及び勤続年数
イ

Ⅰ種試験等 Ⅱ種試験等 Ⅲ種試験等 その他 合計

うち女性 うち女性 　 うち女性 うち女性 うち女性

人数(人) 21 4 7 2 11 0 6 2 45 8

割合 46.7% 19.0% 15.6% 28.6% 24.4% 0.0% 13.3% 33.3% 100% 17.8%

人数(人) 16 2 3 0 3 0 2 0 24 2

割合 66.7% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 8.3% 0.0% 100% 8.3%

ロ 本府省室長級の官職に初めて任用された職員についての採用から当該任用までに要した勤続年数

ハ 本府省課長級の官職に初めて任用された職員についての採用から当該任用までに要した勤続年数

本府省室長級又は課長級の官職に任用されたことのない職員のうち、初めて本府省室長級又は課長級の官
職に任用された職員数及び割合
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課長級
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（２）本府省室長級又は課長級の官職に初めて任用された職員の出向経験
（単位：人）

「出向」には、他府省、在外公館、地方公共団体、民間企業等が含まれる。

３． これまでの慣行にとらわれない人事運用を行った取組例（平成27年10月２日～平成28年10月１日）

室長級

出向回数 １回０回

12 13

(注)

２回以上

20

課長級 203 1

・従来、Ⅰ種試験採用職員のみが就いていた「職業安定局派遣・有期労働対策部企画課民間人材サービス
推進室長」のポストに、平成28年6月21日付で初級試験の採用職員を初めて登用した。
・情報セキュリティ対策の強化のため、平成28年6月17日付で大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官
（新設ポスト）に総務省出身者を登用した。
・平成28年6月21日付で初めて大臣官房審議官（年金担当）のポストに財務省出身者を登用した。



４． 採用（選考を含む）の状況（平成27年10月２日～平成28年10月１日）

（１）採用職員数
（単位：人）

（２）選考によって新たに採用した者のうち、公募手続を経て採用した者の状況
（単位：人）

選考によって新たに採用した者

うち女性 うち公募手続を経て採用した者

（割合） （割合） うち女性 （割合）

331 63.9% 436 84.2% 280 64.2%

（３）選考採用者のうち公募手続を経ずに採用した者について、公募手続を行わなかった具体的理由

（４）職位ごとの選考によって新たに採用した者の人数
（単位：人）

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

0 0 2 0 51 8 465 323

（５）選考採用により管理職以上を採用した事例

国立療養所東北新生園副所長
 国立障害者リハビリテーションセンター研究所障害工学研究部長

「選考によって新たに採用をした者」とは、一般職の常勤職員に係る選考採用のうち、特別職・地方公共団体・独立行政
法人等からの選考採用、かつて職員であった者の選考採用又は人事交流の一環として行われる選考採用を除いたも
のをいう。

518

【検疫所】
◯　人事院規則８－12第22条第１項第3号に該当しているため。
【国立ハンセン病療養所】
○　副所長……ハンセン病療養所の管理・運営業務であり医療に関する高度な知識・経験が必要となること
に加え、関係機関との調整にあたる能力を有する必要があるため。
○　看護助手（行政職(二)）……ハンセン病療養所における介護業務にあたる看護助手であり、ハンセン病の
知識及び看護経験が必要であるため。
【地方厚生（支）局】
◯　指導医療官は、医療に関する知識・経験の他、その職務の性質上高い資質等が求められるため。
◯　再生医療等推進専門官は、臨床・研究の経験及び専門的知識が必要とされ、また、採用となった場合
は、臨床・研究ができなくなる制約があるため、採用条件を満たす者が極めて限られるため。

幹部職（相当職含む） 管理職（相当職含む） 課長補佐（相当職含む） 係長（相当職含む）以下

(注)

総数 うち女性

1395 638


